
令和２年６月　　日

１　事業規模

 総　　額 1,313,058千円 

２　補正事項（小金井市緊急対応方針の取組）

 ⑴　いのちを守る 35,250千円 

○　ＰＣＲ検査センターの整備 10,935千円 

・　医療用物資の調達支援【健康課】 (935千円)

　感染防護衣及び非接触式体温計をＰＣＲ検査センターに提供 一般会計（第３回）

・　ＰＣＲ検査センターの運営支援【健康課】 (10,000千円)

　ＰＣＲ検査センター事業の円滑な運営及び市民の疾病対策に資する
ため、一般社団法人小金井市医師会に対し、東京都地区医師会と共同
して行うＰＣＲ検査センターの事業運営等に要する経費を補助

一般会計（第４回）

○　医療機関や福祉施設におけるマスク等の調達支援【健康課】 6,285千円 

　新型コロナウイルス感染拡大防止のために配布していたアルコール
消毒液及びマスクの補充・備蓄等

一般会計（第３回）

○　集団健診の個別健診化【健康課】 14,098千円 

　新型コロナウイルスへの感染リスクを軽減するため、乳児健康診
査、１歳６か月児健康診査、１歳６か月児歯科健康診査、３歳児健康
診査、３歳児歯科健康診査、一般歯科健康診査（妊婦）について医療
機関での個別健診を実施

一般会計（第３回）

○　市施設における感染防止対策【図書館】 2,618千円 

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、図書消毒機を導入 一般会計（第２回）

○　東京都知事選挙における感染症予防対策【選挙管理委員会事務局】 1,314千円 

　令和２年７月５日執行の東京都知事選挙において第二期日前投票所
（マロンホール）の期間延長を実施等

一般会計（第２回）

 ⑵　くらしを守る 938,974千円 

○　子育て世帯等への支援 44,653千円 

・　児童扶養手当受給者支援臨時特別給付金給付事業【子育て支援課】 (28,145千円)

　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、様々な面で影響を受けている
ひとり親家庭等を経済面から支援するため、児童扶養手当（国制度）
の受給者に対して、令和２年７月支給分（令和２年５・６月分）と同
額を給付

一般会計（第２回）

・　育児支援ヘルパー派遣事業【子ども家庭支援センター】 (621千円)

　育児支援ヘルパー派遣事業の拡充を１０月から７月に前倒しして実
施するとともに、利用者負担を１，０００円から５００円に軽減し、
併せて派遣委託料単価の引上げを実施

一般会計（第３回）

令和２年第２回小金井市議会定例会補正予算における
新型コロナウイルス感染症対策について



・　妊婦への育児パッケージ配布事業【健康課】 (7,284千円)

　新型コロナウイルス感染予防の観点から、妊婦に対してタクシーチ
ケット等として利用できる育児パッケージ１万円分の配布とともに、
アンケートを実施

一般会計（第３回）

・　妊婦へのマスク配布事業【健康課】 (314千円)

　新型コロナウイルス感染予防の観点から、妊婦に対して国において
一括購入した布製マスクを配布

一般会計（第３回）

・　里帰り等予防接種費助成金事業【健康課】 (8,289千円)

　里帰り等で予防接種を受診する母子に対して接種費用を助成（単
価・人数の増加）

一般会計（第３回）

○　保育施設及び学童保育所における保育の確保 9,827千円 

・　保育料及び延長保育料の還付【保育課】 (6,200千円)

　新型コロナウイルス感染拡大に伴う登園自粛要請に基づき、令和２
年３月に保育園の利用を控えていただいた方に対して保育料等を日割
りにて還付

一般会計（第３回）

・　学童保育育成料及び延長育成料の還付【児童青少年課】 (3,627千円)

　新型コロナウイルス感染拡大に伴う登所自粛要請に基づき、令和２
年３月に学童保育所の利用を控えていただいた方に対して学童保育育
成料等を日割りにて還付

一般会計（第３回）

○　インターネット等を活用した家庭学習の支援【学務課】 736,665千円 

　臨時休校期間における子どもたちの学びを継続し、ＩＣＴ技術を活
用した教育機会を確保するため、児童・生徒一人につき１台ずつの教
育用パーソナルコンピュータの配備及びこれに伴う各学校の情報通信
環境の整備

一般会計（第２回）

○　生活困窮者への住居確保給付金の要件緩和【地域福祉課】 89,650千円 

　新型コロナウイルス感染拡大の影響で家賃の支払いが困難となる方
に対して住居確保給付金を支給（予算額には銀行振込手数料の増加分
を含む。）

一般会計（第３回）
一般会計（第４回）

○　高齢者世帯への支援【介護福祉課】 3,015千円 

　新型コロナウイルス感染症予防のため、外出を控える高齢者の命に
関わる熱中症対策支援として、高齢者世帯の冷房機器の購入及び設置
に要する費用を助成

一般会計（第２回）

○　国民健康保険等における傷病手当金の支給【保険年金課】 3,500千円 

　新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、一定の要件を満たし
た被用者に対して傷病手当金を支給

国民健康保険特別会計（第１回）

○　自転車駐車場定期利用者への支援策【交通対策課】 2,451千円 

　新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、学校の休校の影響に
より外出を控える対応を余儀なくされた学生等に対し、自転車駐車場
を利用できない状況を踏まえ、自転車駐車場の定期利用の契約締結に
伴い納入した利用料を補助

一般会計（第４回）

○　ひとり親世帯臨時特別給付金の迅速な支給【子育て支援課】 49,213千円 

　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、様々な面で影響を受けている
ひとり親世帯を支援するため、１世帯５万円（加算及び追加給付あ
り）を給付

一般会計（第４回）



 ⑶　地域を守る 310,066千円 

○　市内事業者の資金繰りの支援【経済課】 251,610千円 

　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、前年と比較して売上げが１
５％以上減少している等の一定の要件を満たした市内の中小企業者等
（法人（ＮＰＯ法人等を含む。）及び個人事業主）に対して事業継続
支援給付金２０万円を支給

一般会計（第２回）

58,456千円 

　新型コロナウイルス感染拡大防止を図りつつ、公益性の高い福祉
サービスを継続して実施する事業者に対し、その事業の運営に要する
費用の一部を補助し、事業継続を支援するとともに、最前線で介護等
に従事する職員に対し、慰労品（ギフトカード等）５千円分を支給

一般会計（第４回）

 ⑷　市民サービスの基盤を守る 28,768千円 

○　市職員、窓口等における感染防止【地域安全課】 2,332千円 

　新型コロナウイルス感染拡大防止のために配布していたアルコール
消毒液及びマスクの補充・備蓄等

一般会計（第３回）

○　市施設における運営体制の補償 26,436千円 

・　令和元年度分【コミュニティ文化課、生涯学習課、スポーツ振興担当】 (10,375千円)

　小金井 宮地楽器ホール（市民交流センター）、少年自然の家、総合
体育館及び栗山公園健康運動センターにおける休館等による指定管理
者に対する損失補償

一般会計（第３回）

・　令和２年度分【コミュニティ文化課】 (16,061千円)

　小金井 宮地楽器ホール（市民交流センター）において、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、定員制限を実施することから、芸術文
化活動を行う方を支援するため、利用料金（附帯設備利用料金を含
む。）を２分の１とし、指定管理者の損失分を補償

一般会計（第４回）

※　補正事項の内容等については、各担当課までお問い合わせください。

○　障害福祉事業所等、介護事業所への支援
　　　　　　　　　　　　　 　　　　【自立生活支援課、介護福祉課】



事 務 連 絡 

令和２年６月  日 

 

（宛先）管理職者 

小金井市新型インフルエンザ等対策本部 

本部長 西岡 真一郎  

（公印省略） 

 

新型コロナウイルスに関する対応について（通知） 

 

標記の件について、令和２年５月２６日に事務連絡で通知しているところですが、

６月１９日に東京都の外出自粛・休業要請等が全面解除されたこと等に伴い、下記の

とおり取り扱うようお願いします。 

 

記 

 

１ 留意点について 

 ⑴ 手洗い、うがいを徹底すること 

 ⑵ マスクを着用すること 

   熱中症予防のため、屋外では、ソーシャルディスタンス（人と人との間隔確保 

（２メートル以上））を確保できる場合には適宜マスクをはずすとともに、屋内 

も含め、水分補給を適宜行うこと 

 ⑶ 出勤前に検温するとともに、日々の体調管理に努めること 

 ⑷ 所属長は日常的に職員の健康状態を把握するとともに、職員間でも互いに注意 

すること 

  特に、発熱等の風邪症状が見られる場合、速やかに所属長に相談することとし、 

無理な出勤は避けること 

（主な症状等） 

ア 風邪の症状や発熱が見られる場合 

イ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合 

ウ その他、体調に変化がある場合 

 ⑸ 会議及び打合せ、出張等については、必要性を精査するとともに、実施する場 

合は、ソーシャルディスタンス、３つの密（密閉、密集、密接）を避けること等、 

適切な感染予防策を講じること 



 ⑹ 職場で着用している作業着等は、こまめに洗濯すること 

 ⑺ 休憩中の食事等においては、多人数や対面を避けること 

 ⑻ 通勤手段について、可能な範囲で、徒歩や自転車での通勤への切り替えを検 

討すること（変更する場合は、事前に職員課へ相談すること） 

 ⑼ その他 

新型コロナウイルスの第２波、第３波は専門家からも想定されており、引き続 

き油断できない状況であり、感染防止への取組を怠ると一気に感染拡大に転じて 

しまう危険と背中合わせの状態にあることを踏まえ、各自、適切に行動すること 

 

２ 時差出勤制度の活用について 

  感染拡大防止を目的として、引き続き、最大限活用すること 

 

３ 職務に専念する義務の免除の適用について 

  感染リスクの軽減を図るため、引き続き、適宜適用すること 

  なお、該当職員は、申請前に所属長に相談し、所属長は、相談を受けたら申請前 

に、職員課長又は庶務課長に報告すること 

 

４ 問い合わせ先 

  市長部局及び行政委員会   総務部職員課人事研修係（内線２５０３） 

                総務部職員課労働安全衛生担当（内線２５０７） 

  教育委員会         学校教育部庶務課庶務係（内線３８０４） 



介護事業所への実態調査集計表

実施期間：令和２年６月５日（金)から令和２年６月１０日（水）

対象事業所：１５０事業所（回答数：１４0事業所）

事業所数
 平常時と変

わらず運営

回数や時間

を減らして

運営

利用者に利

用の自粛を

依頼

利用者に利

用の自粛を

依頼

（平均減少

割合）

利用者の自

主的な自粛

利用者の自

主的な自粛

（平均減少

割合）

職員の勤務

日数減少を

求めている

サービス提

供の休止・

一部休止

事業所の収

益減少

事業所の収

益減少

（平均減

少％）

その他 常勤 非常勤 計
 マスク

充足

マスク

不足

 消毒液

充足

消毒液

不足

介護予防支援 4 1 3 2 0.75 1 3 23 3 26 4 2 2

介護療養型医療施設 1 1 28 0 28 1 1

介護老人福祉施設 3 1 0.10 1 1.40 2 177 96 273 1 2 2 1

介護老人保健施設 2 1 1 1.00 1 1 1 10.00 1 110 20 130 2 2

居宅介護支援 34 10 9 7 1.58 6 1 6 19.13 7 87 19 106 25 8 19 14

小規模多機能型居宅介護 2 2 7 15 22 2 1 1

短期入所生活介護 3 3 1.67 2 12.18 1 135 74 209 1 2 2 1

短期入所療養介護 2 1 1 3.00 1 1 1 30.00 1 110 20 130 2 2

地域密着型通所介護 21 2 1 16 1.51 7 1 14 20.40 3 66 131 197 19 2 16 5

通所リハビリテーション 4 1 2 2 2.50 2 2 3 50.00 16 21 37 1 2 3

通所介護 10 1 1 9 3.00 2 6 27.83 66 105 171 6 4 4 6

特定施設入居者生活介護 8 4 1 1 7.10 2 110 100 210 4 3 4 3

認知症対応型共同生活介護 6 3 2 34 49 83 3 2 2 2

認知症対応型通所介護 4 2 2 1.50 2 19.35 17 70 87 3 1 3 1

看護小規模多機能型居宅介護 1 1 1 1 6 16 22 1 1

訪問介護 23 7 3 1 10 1.27 5 1 13 15.91 2 131 380 511 16 7 12 9

訪問看護 10 3 3 4 2.67 1 4 20.00 3 66 15 81 7 3 5 5

訪問看護ステーション 1 1 2.00 1 7.30 9 3 12 1 1

訪問入浴介護 1 1 1.00 1 10.00 4 5 9 1 1

総計 140 36 17 4 2 60 1.78 27 7 56 20.05 29 1,202 1,142 2,344 95 41 74 59

事業所数に対する割合 25.7% 12.1% 2.9% 42.9% 19.3% 5.0% 40.0% 20.7% 67.9% 29.3% 52.9% 42.1%

事業所の状況 職員数 衛生資材の状況

事業所種別



福祉保健部健康課 

 

清涼飲料水寄贈の追加配付先 

 

 第３３回新型インフルエンザ等対策本部部会（令和２年６月１２日開催）に

おいて、生涯学習部から、子ども食堂での活用を主として、受け入れを進めた

い旨の報告があったところですが、寄贈６０箱のうち５箱について、市内での

新型コロナウイルス感染症対策を支援している医療従事者向けの配分をお願い

したい。 



対 策 本 部 事 務 局 

令和２年６月１９日  

 

新型インフルエンザ等感染症対策本部の取扱いについて  

 

 令和２年６月１１日に、「東京アラート」が解除されました。また、６

月１９日には東京都の休業要請も全面解除されます。一方、コロナウイ

ルス感染症の第２波、第３波の流行も懸念されているところです。  

 こうした状況の中、本市における新型インフルエンザ等対策本部及び

同本部部会の取扱いについて、下記のとおり取り扱うこととする。  

 

記  

 

１  新型インフルエンザ感染症対策本部  

国による「終息宣言」がなされるまで継続設置する。会議は必要に

応じて開催する。  

 

２  新型インフルエンザ等感染症対策本部部会についても、国による「終

息宣言」がなされるまで継続設置する。  

  ⑴  部会員はこれまでと同様とする。（庁議メンバー、健康課長、地域

安全課長、企画政策課長、広報秘書課長など）  

会議の開催については、必要に応じて「３密」に注意し、原則 WEB

会議、書面会議など、感染症対策に工夫した会議運営とする。  

  ⑵  会議の招集についても、これまでどおり LINE やメッセージ、シ

ーナビなどを活用してお知らせする。  

  ⑶  会議内容について、協議・報告事項などあれば各部局において事

前に事務局に連絡のうえ、全庁共通フォルダにデータを格納するこ

と。  

 

３  本部事務局（第４会議室）  

  ６月１９日（金）をもって、事務局詰め職員は自席に戻って本部の

事務を行うこととする。なお、本部事務局で使用させていただいてい

る PC２台、プリンター１台については、当面の間設置したままとす

る（第２波、第３波に備えて）。  

 

４  特別定額給付金に係る応援職員  

  引き続き、一定の状況まで継続応援をお願いする。応援解除の時期

は地域福祉課での事務の進捗状況をみて今後決定する。  

 

 



５  本部事務局機能について  

  これまで、事務局へのご理解ご協力をいただきありがとうございま

した。２月半ばから本日まで何とか持ちこたえることが出来ておりま

す。皆さんのおかげです。また、初めての業務であることから、様々

な点で皆様にご心配やご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたし

ます。  

今後は、第２波に備えていく段階です。今できることをそれぞれの

所管でお願いしたいと思います。  

小金井市新型インフルエンザ等対策行動計画（平成２７年２月作成）

の P13・14⑵各部の主な役割に従い、各部局において与えられた役割

を果たすことを再確認してください。  

  コロナウイルス感染症が急速に蔓延していく中で、本市における本

部事務局の役割が行動計画の各部の役割分担と一致しない状況が続い

たことから、今後については、計画に沿った対応をお願いすることと

する。  

 

６  その他  

  今年度はいつもの冬を迎えるのとは、全く違う意識を持っていかな

ければなりません。毎年の冬季インフルエンザ流行時期とコロナウイ

ルス感染症が同時にやってくることを想定しませんか。職員一人の発

熱で「職免」対応や陽性反応が出た時の「濃厚接触者」としての自宅

待機などを考える必要があります。一方、検査体制の充実や治療薬、

ワクチンなどの開発が進むかもしれません。  

  しかし、今よりも悪い状況でも対応できる準備をしましょう。今年

の２月からのコロナウイルス感染症対策の勤務体制、BCP をより強化

していくことが大切です。  

  今のうちに、リモート会議の条件整備、在宅勤務、窓口に来なくて

もよい申請受付や電話やメールといった相談業務の充実、第２庁舎の

一時的な閉庁対策、子育て支援施設、福祉施設、市民利用の公共施設

などの感染防止対応、さらには、災害などが併発した場合の避難所や

避難行動の確認などの二重の備え、こういったことも想定しましょう。 

  まだまだ、沢山あることと思いますが、各所管部局での細部にわた

る検討、準備をお願いします。確認でき次第本部部会に報告をお願い

します。  

 



 

子育て支援関係施策の進捗状況 

 

１ 子育て世帯臨時特別交付金【国】 

児童手当本則給付世帯の児童１人あたり１万円支給する。 

 

５月１日  専決により予算措置 

５月２２日 公務員以外の対象者に案内発送 ６，７１９件 

６月１１日 公務員以外の対象者に支給   ６，７１８件 

       （支給していない１件は、海外転出のため） 

       対象児童数１０，４２９人、執行額１０４，２９０千円  

 

・公務員分については、６月１日～８月３１日まで申請受付。初回は７月

下旬に支給予定。以降は一定期間ごとに順次執行。 

 

 

２ 小金井市児童扶養手当対象世帯臨時特別給付金【市】 

  児童扶養手当受給者に対し、児童扶養手当令和２年５月・６月分と同額

を支給する。 

 

 ６月１日  市議会第２回定例会にて即決 

 ６月１５日 対象者に案内発送         ３６３件 

 ６月３０日 拒否届締切 

 ７月１３日 支給予定（通常の児童扶養手当は７月１０日支給） 

 

 

３ ひとり親世帯臨時特別給付金事業概要【国】  

  新型コロナウイルス感染拡大に伴い、様々な面で影響を受けているひと

り親世帯に対し、１世帯５万円（追加、上乗せあり）の臨時特別給付金を

給付する。  

 

 ６月１７日 補正予算（第４号）上程  

 ６月２３日 補正予算議決予定  

 

 （児童扶養手当受給者（６月分給付対象、申請不要））  

７月下旬  案内発送 ３６２件  

８月上旬  支給予定  

 

（公的年金給付等受給者、家計急変者、追加給付分（いずれも要申請））  

７月中旬  申請受付開始  

 ８月    児童扶養手当現況確認（窓口）時に要申請の対象可能性の方

に案内  

９月中旬  初回支給  

以降、申請締切り（令和３年２月末）まで順次受付、支給。 

   

令 和 ２ 年 ６ 月 １ ９ 日 

子ども家庭部子育て支援課 

 



４ ひとり親家庭支援事業について【都】 

  新型コロナウイルス感染拡大により、経済的な影響を受けやすいひとり

親家庭（児童扶養手当受給者）の生活の安定を図るため、食料品等を提供

する。 

  東京都において事業対象者を把握していないため、発送作業等を区市町

村が協力する。郵便等経費も都が負担するため、本市において予算措置は

不要（希望する区市町村は、超過勤務経費や消耗品費について、都と委託

契約を締結することも可）。本市においては４００世帯程度の見込み。 

 

 ７月中旬  封入済みカタログギフトが、都から区市町村に配布 

 ７月下旬  区市町村にて、対象者のラベルシールを作成、貼付し、発送 



令和２年６月１７日 

 

市内保育施設等利用の保護者の皆様 

 

小金井市長 西岡 真一郎 

 

市内保育施設等における家庭保育のお願いの終了について 

 

日頃より、小金井の保育行政にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

保護者の皆様のご協力により、緊急事態宣言中を含めた期間において、市内すべて

の保育施設において閉園措置を実施することなく運営することができました。これも

ひとえに保護者の皆様のご協力があってのことであり、改めまして、保護者の皆様の

ご協力に感謝申し上げます。 

さて、令和２年４月以降、市からお願いしておりました家庭保育（登園自粛）につ

きましては、予定どおり令和２年６月３０日で終了とさせていただきます。 

これに伴い、認可保育所における保育料については令和２年７月からは登園状況に

関わらず、規定どおりの月額をお支払いいただくこととなります（日割り計算は終了

します）。また、認可外保育施設等の保育料につきましては、現在、補助制度の創設に

向けて準備を進めておりますので、詳細は別途お知らせさせていただく予定です。 

今後も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、保護者の皆様には大変

なご苦労をおかけしますが、引き続き新型コロナウイルス感染症の感染防止について

ご理解いただき、家庭でも必要かつ可能な対策を行っていただくようお願い申し上げ

ます。 

市では、今後も、新型コロナウィルス感染症対策に努めながら、保育施設の安定的

な運営を維持するよう努力してまいりますので、引き続き保護者の皆様のご理解・ご

協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問合せ先）小金井市保育課 電話 042-387-9846 
































